
                               議案第 114 号  

 

 

   令和７年度立川市特別会計競輪事業補正予算（第３号）  

  

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和７年 11 月 28 日  

 

 

            提出者   立川市長  酒  井  大  史  

 

 

 理由  

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 218 条第１項の規定による。  



 



令和７年度立川市特別会計 

競輪事業補正予算(第３号) 

 

令和７年度立川市の特別会計競輪事業の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。 

(歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,310 千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ 29,044,784千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１

表歳入歳出予算補正」による。 
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令和７年度立川市特別会計 

競輪事業補正予算事項別明細書(第３号) 
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 　カ 定年退職に係る退職手当

区   　　分

支 給 率 等

国 の 制 度

(支給率等)

　 キ 地域手当

※（　）内は，再任用職員数で外書き

※支給率は，国が示した支給割合の見直しに係る段階実施における令和７年度支給率

　 ク 特殊勤務手当

 　ケ その他の手当

通　勤　手　当 異 　な 　る

国も市も，交通機関等利用者は運賃等相当額を支給，交通用具使用者
は距離に応じ支給（国は2,000円～38,700円，市は2,600円～15,000
円）。
交通機関等利用者及び交通機関等と交通用具の併用者の支給限度額は
１か月当たり150,000円。

扶　養　手　当 異 　な 　る
国に比べ，16歳～22歳の子への加算額で1,000円低い。課長職以外に
ついては，その他で500円低い。課長職については，その他で3,500円
低い。部長職は不支給。

住　居　手　当 異 　な 　る

国は家賃支払者に上限28,000円を支給。
市は借家・借間に居住する生計中心者(管理職を除く)のうち，満34歳
に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者に15,000円を支
給。
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　　 (７年12月１日現在)

　 給料総額に対する比率
　　　　　 　　　 (％)

区　　　　　分 全　職　種
代　　表　　的　　な　　職　　種

一般行政職 税　務　職 薬剤･医療職 看護･保健職 技能労務職

支　給　対　象　地　域 支　給　率　　(％) 支給対象職員数　(人)
国の指定基準に
基づく支給率(％)

市　　内　　全　　域
14 11 16

(1)

23.0 30.5 43.0 43.0
定年前早期退職
特例措置
(2%～20%)加算

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職
特例措置
(2%～45%)加算

備考
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
35年勤続の者

（月分）
最 高 限 度
（月分）

　その他の
　加算措置等

― 14 ―


